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○桜井市工場誘致条例施行規則 

平成24年３月29日規則第５号 

改正 

平成26年３月28日規則第２号 

平成28年３月30日規則第６号 

平成30年３月30日規則第８号 

令和３年３月24日規則第７号 

令和４年３月25日規則第５号 

桜井市工場誘致条例施行規則 

桜井市工場誘致条例施行規則（昭和38年２月桜井市規則第１号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、桜井市工場誘致条例（平成24年３月桜井市条例第３号。以下「条例」という。）の

施行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（指定申請） 

第３条 条例第５条第１項の規定により指定企業として市長の指定を受けようとする企業は、指定企業

申請書（第１号様式）に、別表第１の左欄に掲げる交付を受けようとする奨励金の種類に応じそれぞ

れ中欄及び右欄に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める

場合は、書類の一部を省略することができる。 

２ 指定企業の指定の申請は、次の各号に掲げる交付を受けようとする奨励金の種類に応じ、それぞれ

当該各号に定める日から起算して90日以内に行わなければならない。 

(１) 企業立地奨励金 工場等の建設請負工事の契約日又は売買契約日 

(２) 賃貸施設設置奨励金 賃貸施設の建設請負工事の契約日又は売買契約日 

(３) 賃貸施設入居奨励金 賃貸施設の賃貸借の契約日 

(４) 埋蔵文化財発掘奨励金 工場等又は賃貸施設の建設請負工事の契約日 

(５) 雇用奨励金 工場等の建設請負工事の契約日若しくは売買契約日又は賃貸施設の賃貸借の契約

日 

（指定通知） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく条例第７条に規定する桜井市工場誘

致審査会（以下「審査会」という。）の審査を経て、その結果を踏まえ、指定企業として指定すると

きは指定企業指定通知書（第２号様式）により、指定しないときは指定企業不指定通知書（第３号様

式）により、当該申請をした企業に通知するものとする。 

（操業開始の届出） 

第５条 前条の指定企業指定通知書を受けた指定企業は、当該指定の要件となる工場等又は賃貸施設に

おいて操業を開始したときは、当該操業の開始の日から30日以内に、操業開始届出書（第４号様式）

によりその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の操業開始届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第７条第５項の規定により交付された検査済証又は同法第

７条の２第５項の規定により交付された検査済証の写し 

(２) 操業の際、法令に基づく許可、登録等が必要となる場合にあっては、当該許可、登録等を受け

ていることを証する書類の写し 

（審査会） 

第６条 審査会は、別表第２に掲げる者（以下「委員」という。）をもって構成する。 

２ 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副市長を、副会長はまちづくり部長をもって充てる。 
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３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

６ 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

７ 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

８ 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

９ 審査会の庶務は、まちづくり部商工振興課において行う。 

（奨励金の交付申請） 

第７条 条例第10条第１項の規定により奨励金の交付を受けようとする指定企業は、交付時期ごとに奨

励金交付申請書（第５号様式）に、別表第３の左欄に掲げる奨励金の種類に応じそれぞれ中欄及び右

欄に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、市長が特に必要と認

める場合には、書類の一部を省略することができる。 

（奨励金の交付決定） 

第８条 市長は、条例第10条第２項の規定による審査を行い、奨励金の交付を決定したときは奨励金交

付決定通知書（第６号様式）により、奨励金の不交付を決定したときは奨励金不交付決定通知書（第

７号様式）により、当該指定企業に通知するものとする。 

（奨励金の交付請求） 

第９条 指定企業は、前条の規定による奨励金の交付の決定の通知があったときは、当該通知書を受け

取った日から30日以内に、市長に対して、奨励金交付請求書（第８号様式）により奨励金を請求する

ものとする。 

（変更の届出等） 

第10条 条例第11条第１項の規定による変更の届出は、当該事由が発生した日から14日以内に、次の各

号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める届に変更内容等を示す書類を添えて、市長に提出す

ることにより行わなければならない。 

(１) 指定企業が条例第11条第１項第１号又は第２号に該当する場合 指定企業承認事項変更届（第

９号様式） 

(２) 指定企業が条例第11条第１項第３号に該当する場合 操業休止・廃止届（第10号様式） 

（指定の取消し等） 

第11条 市長は、条例第12条第１項の規定により指定又は奨励金の交付の決定を取り消したときは、指

定・奨励金交付決定取消通知書（第11号様式）により当該指定企業に通知するものとする。 

２ 市長は、条例第12条第２項の規定により奨励金の返還を命ずるときは、奨励金返還命令書（第12号

様式）により行うものとする。 

（承継の申請等） 

第12条 条例第13条に規定する指定企業の地位を承継しようとする者は、指定承継申請書（第13号様式）

に承継の事実を証する書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。 

２ 市長は前項に規定する申請を受理したときは、速やかに審査し、必要に応じて調査等を行い、適当

と認めるときは、指定承継認定通知書（第14号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の桜井市工場誘致条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の第３条第１項

の規定による指定の申請があった工場等について適用し、同日前に改正前の第２条の規定による指定
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の申請があった工場については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月28日規則第２号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日規則第６号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月24日規則第７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月25日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の第１条から第77条までの規定により作成されている申請書等の用紙

で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。 
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別表第１（第３条関係） 

奨励金の種類 個別の添付書類 共通の添付書類 

１ 企業立地奨励金 (１) 工場等の位置図及び配置図 

(２) 工場等の事業計画の概要書 

(３) 建築基準法（昭和25年法律第201

号）第６条第１項に規定する確認済証の

写し又は建築基準法施行規則（昭和25年

建設省令第40号）第１条の３第２号に規

定する建築計画概要書及び概要図 

(４) 事業用地の売買契約書又は賃貸借契

約書の写し 

(５) 工場等の建設に関する工事請負契約

書又は売買契約書の写し 

(６) 投下固定資産額の明細又はその予定

額を記載した書類 

(１) 法人の履歴事項全部証

明書（個人にあっては、住

民票の写し） 

(２) 定款又はこれに準ずる

もの 

(３) 印鑑証明書 

(４) 過去３年度分の決算書

（個人にあっては、所得税

の確定申告書）の写し 

(５) 過去３年度分の国税、

県税（奈良県税の課税がな

い年度にあっては、主たる

事業所等が存する都道府県

の税）及び市税（桜井市税

の課税がない年度にあって

は、主たる事業所等が存す

る市町村の税）の納税証明

書 

(６) 中欄に規定する契約書

等の内容に変更があった場

合は、当該変更内容がわか

る書類の写し（変更契約書

等の写し） 

(７) 前各号に掲げるものの

ほか、市長が必要と認める

書類 

２ 賃貸施設設置奨

励金 

(１) 賃貸施設の位置図及び配置図 

(２) 賃貸施設を建設又は購入した企業の

事業内容が記載された書類 

(３) 建築基準法第６条第１項に規定する

確認済証の写し又は建築基準法施行規則

第１条の３第２号に規定する建築計画概

要書及び概要図 

(４) 事業用地の売買契約書又は賃貸借契

約書の写し 

(５) 建物賃貸借契約書の写し 

(６) 賃貸施設の建設に関する工事請負契

約書又は売買契約書の写し 

(７) 投下固定資産額の明細又はその予定

額を記載した書類 

３ 賃貸施設入居奨

励金 

(１) 工場等の事業計画の概要書 

(２) 建物賃貸借契約書の写し 

４ 埋蔵文化財発掘

奨励金 

(１) 工場等又は賃貸施設の位置図及び配

置図 

(２) 事業用地の売買契約書又は賃貸借契

約書の写し 

(３) 埋蔵文化財発掘調査の業務委託契約

書の写し 

(４) 投下固定資産額の明細又はその予定

額を記載した書類 

５ 雇用奨励金 (１) 常用雇用者（条例別表第１の５の項

に規定する１年以上継続して雇用した常

用雇用者をいう。以下同じ。）の数を明

記した雇用計画書 

(２) 建物賃貸借契約書の写し 
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別表第２（第６条関係） 

副市長 

理事 

市長公室長 

総務部長 

環境部長 

都市建設部長 

まちづくり部長 

教育委員会事務局長 

上下水道部長 

 

 

別表第３（第７条関係） 

奨励金の種類 個別の添付書類 共通の添付書類 

１ 企業立地奨励金 (１) 工場等での事業内容が記載された書

類 

(２) 前年度の固定資産税のうち、条例別

表第２の指定要件となった工場等に係る

部分を判別できる書類 

(１) 前年度の市税の納税証

明書 

(２) 前号に掲げるもののほ

か、市長が必要と認める書

類 

２ 賃貸施設設置奨

励金 

(１) 賃貸施設を建設又は購入した企業の

事業内容が記載された書類 

(２) 前年度の固定資産税のうち、条例別

表第２の指定要件となった工場等に係る

部分を判別できる書類 

３ 賃貸施設入居奨

励金 

工場等における事業内容が記載された書類 

４ 埋蔵文化財発掘

奨励金 

埋蔵文化財発掘調査に要した費用が記載され

た書類 

５ 雇用奨励金 (１) 常用雇用者の名簿 

(２) 常用雇用者の住民票の写し（当該常

用雇用者を新たに雇用した日から起算し

て１年を経過した日以後に交付されたも

のに限る。） 

(３) 雇用保険者証の写し 

(４) 常用雇用者について１年以上継続し

て雇用していたことを証する書類 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第４条関係） 
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第５号様式（第７条関係） 
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第６号様式（第８条関係） 
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第７号様式（第８条関係） 
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第８号様式（第８条関係） 
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第９号様式（第10条関係） 
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第10号様式（第10条関係） 
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第11号様式（第11条関係） 
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第12号様式（第11条関係） 
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第13号様式（第12条関係） 
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第14号様式（第12条関係） 

 


